
件 名

契 約 の 相 手 方

根 拠 法 令

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　株式会社　神鋼環境ソリューション

随意契約理由書

随意契約の理由

　建設局西水環境センター施設課西神施設係　（電話番号　927-5078）

　地方公営企業法施行令第21条の13第１項第２号に該当

　
　今回整備を行う消化ガス精製装置は、玉津処理場で発生する消化ガスから二酸
化炭素や硫化水素等の不純物を取り除き、こうべバイオガスに精製する装置であ
る。
玉津処理場では当該装置を連続運転し、こうべバイオガスを場内給湯ボイラー用
燃料ガス、消化ガス発電設備用燃料ガスとして供給している。
　上記のことから常にガスを安定供給できることが必須であり、連続運転による機器
の消耗や汚れによる故障発生やガス品質の低下を防ぐため、整備計画に基づく点
検整備にて消耗品の交換や機器の清掃が非常に重要である。
　今回整備を行う消化ガス精製装置は、上記業者により製造・据付され、本業務を
行うためには製造会社しか知りえない技術資料及び総合的な調整・整備のノウハ
ウを有している必要があるため、当該装置の製造業者である上記業者しか履行す
ることができない。
　以上の理由により、上記業者と随意契約を行うものである。

　

　玉津処理場　消化ガス精製装置点検整備


